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≪脱退一時金請求書≫ 

日本から出国される外国人のみなさまへ 

◎ 脱退一時金は、次のすべての条件に該当するときに請求することができます。

≪注意≫⇒次ページへ 

年金制度に 6 ヶ月以上加入されていた方は、脱退一時金を受け取ることができますが、脱退一時金を受け取った場

合の注意点がございますので、次ページの注意書きをよくご覧になり、将来的な年金受給を考慮したうえで、脱退一

時金の請求についてご検討ください。 

Japan Pension Service 

提出書類 
「脱退一時金請求書（国民年金／厚生年金保険）」

添付書類
① パスポート（旅券）の写し（氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ）

② 日本国内に住所を有しなくなったことを確認できる書類（住民票の除票の写し等（※））

③ 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる

書類（銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けてください。）

④ 国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類

◎ なお、帰国前に日本国内から請求書を提出する場合は、請求書を住民票の転出（予定）日以降に日本年金

機構へ提出してください。（脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住

所を有していないことが必要です。）郵送等でお手続きをする場合には、請求書が転出（予定）日以降に日本

年金機構に到達するよう送付してください。

（※） 帰国前にお住まいの市区町村に転出届を提出していただいた場合には、日本年金機構が、住民票の消除情報

から、転出届を提出された方が日本国内に住所を有しないことを確認できますので、添付書類②は不要です。 

国民年金、厚生年金保険又は共済組合の被保険者資格を喪失し、日本に住所を有しなくなった日か

ら 2年以内に請求する必要があります。 

① 日本国籍を有していない方

② 国民年金の第１号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料 4 分の 1 免除期間の月

数の 4分の 3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当する月数、及び保

険料 4分の 3免除期間の月数の 4分の 1に相当する月数とを合算した月数、又は厚生年金保険

の被保険者期間の月数が 6か月以上ある方

③ 日本に住所を有していない方

※ 再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国する場合は、転出届の提出をしたとき。⇒P5へ

④ 年金（障害手当金を含む）を受ける権利を有したことのない方
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≪注意≫ 

脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は、日本の年金制度に加入していた

期間（以下「加入期間」という。）ではなくなります。以下の注意書きをよくご覧になり、将来的な年金受給を考慮

したうえで、脱退一時金の請求についてご検討ください。 

     ｓ

① 老齢年金の資格期間が 10年に短縮

（2017年 8月より、25年から 10年に短縮）

年金受け取りに必要な資格期間が 10年（120月）以上あると、

日本の老齢年金を受け取ることができます。 

※資格期間が 10 年（120 月）以上ある方は、脱退一時金を受け取ることはで

きません。

※合算対象期間は、過去に日本の年金制度に加入していなかった場合などで

も、資格期間に含むことができる期間です。（ただし、年金額の算定には反

映されません。）

例えば、日本で永住許可を得た外国籍の方については、海外在住期間のう

ち、1961 年 4 月から永住許可を取得するまでの期間（20 歳以上 60 歳未満

の期間に限る。）が合算対象期間となります。

その他、詳細については年金事務所へお問い合わせください。

② 加入期間の通算

日本と年金通算の協定を締結してい

る相手国の年金制度に加入していた

期間のある方は、一定の要件のもと

加入期間を通算して、日本及び協定

相手国の年金を受け取ることができ

る場合があります。 

◎ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一

時金の計算の基礎となった期間は通算す

ることができなくなります。

※年金通算の社会保障協定を締結している

相手国（2018年 8月現在）

ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、

カナダ、オーストラリア、オランダ、チェ

コ、スペイン、アイルランド、ブラジル、

スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブ

ルク、フィリピン

* 脱退一時金にかかる税金について

国民年金の脱退一時金は、所得税が源泉徴収されませんが、厚生年金保険の脱退一時金は、その支給の際に、

20.42％の税金が源泉徴収されます。

非居住者の方が「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで、源泉徴収さ

れた税金の還付を受けられる場合があります。

申告書の提出先は、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税務署となります。

申告及び還付金の受け取りのためには、帰国前に、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税

務署へ「所得税・消費税の納税管理人の届出書」（この様式は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）

に掲載しています。）を提出する必要があります。なお、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出し

ないで帰国した場合には、申告時に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を申告書と併せて提出してく

ださい。また、納税管理人の資格は、日本に住所地又は居所地を有すること以外に特にありません。（申告な

どの手続について、ご不明な点は税務署にお尋ねください。）

脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」を送付しますので、原本を所得税・消費税の納税

管理人に送付してください。

* 請求者が脱退一時金の支給を受けずに死亡した場合

請求者の死亡当時生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他 3 親等内の親族

が代わりに給付を受けることができます。（本人が死亡前に請求書を提出している場合のみ該当します。）

③ 支給額計算の上限

脱退一時金の支給金額は、日本の年金制度に加入していた月数に応じて、36ヶ月を上限として計算されま

す。（長期間（37 ヶ月以上）日本の年金制度に加入されていた方が脱退一時金を請求した場合、脱退一時金の支給金額は 36 ヶ月

を上限として計算されますが、脱退一時金を請求する以前の全ての期間が年金加入期間ではなくなります。）

※ 複数回の在留を繰り返し、日本の年金制度に加入する期間が通算で 37 ヶ月以上になる予定の方で、加入期間に応じた脱退

一時金の受給を希望される場合には、各在留終了後の帰国の都度、請求が必要になる場合があります。（例えば、3年間（36ヶ

月）で第 1 号・2 号技能実習を終了し帰国の後、第 3 号技能実習生として実習を受けようとする方は、第 2 号技能実習終了後

及び第 3号技能実習終了後に請求をすることで各加入期間に応じた支給を受けることができます。）

「資格期間」とは？ 

◎国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間

◎厚生年金保険や共済組合等の加入期間

◎日本の年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができ

る期間（合算対象期間）







5 17071018030

再入国許可及びみなし再入国許可を受けて出国される方へ 

再入国許可を受けて出国される場合でも、市区町村に転出届を提出したときは、脱退一時金の請求

をすることができます。 

≪転出届を提出せずに出国した場合≫ 

原則として、再入国許可の有効期間が経過するまでは国民年金の被保険者とされることから、脱

退一時金は請求できません。なお、国民年金の被保険者資格の喪失日（再入国許可の有効期間

（みなし再入国許可期間）が経過した日）から２年間が脱退一時金の請求可能期間となります。 

※再入国許可期限内であっても住民票が消除される場合がありますので、脱退一時金請求の時

効起算日についてはご注意ください。

出

国

日

再
入
国

許
可
期
限

国民年金被保険者期間 

（脱退一時金請求不可） 

再入国許可期間 

脱退一時金請求可能期間（２年間） 

入

国

日

＊ 再入国許可を受けた方が再入国許可の有効期間までに再入国しなかった場合 

― POINT － 

転出届を提出していない場合、再入国許可期間内は、原則として脱退一時金を請求することができま

せん。 

再入国許可を受けて出国する方でも、国外へ住所を移す場合には、市区町村へ転出届を提出する必

要があります。市区町村へ転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している方は、脱退一

時金を請求することができます。 

この場合、転出日の翌日（国民年金の資格喪失日）から 2年間が脱退一時金の請求可能期間となりま

す。 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3255
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3255
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国民年金被保険者の受給金額    

外国籍の方が、日本国内に住所を有しなくなった後に脱退一時金を請求することができます。 
第 1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と 

保険料 4分の 1免除期間の月数の 4分の 3に相当する月数、 

保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当する月数、 

保険料 4分の 3免除期間の月数の 4分の 1に相当する月数 

を合計した月数が 6か月以上あって、年金等の受給権が発生していない方が対象になります。 

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき（日本国内に住所を有しなくなった日）から    

2年以内に請求してください。 

受給金額 

最後に保険料を納付した月により、受給金額は以下のとおりとなります。 

♢ 最後に保険料を納付した月が 2019 年度に属する場合と 2019 年 3 月以前の場合の受給金額は、

下記の表のとおりとなります。

対象月数 

脱退一時金額 

2019 年 4 月か

ら 2020年 3 月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2018 年 4 月か

ら 2019 年 3月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2017 年 4 月か

ら 2018年 3 月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2016 年 4 月か

ら 2017 年 3月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2015 年 4 月か

ら 2016年 3 月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2014 年 4 月か

ら 2015 年 3月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

6月以上 12月未満 49,230円 49,020円 49,470円 48,780円 46,770円 45,750円 

12月以上 18月未満 98,460円 98,040円 98,940円 97,560円 93,540円 91,500円 

18月以上 24月未満 147,690円 147,060円 148,410円 146,340円 140,310円 137,250円 

24月以上 30月未満 196,920円 196,080円 197,880円 195,120円 187,080円 183,000円 

30月以上 36月未満 246,150円 245,100円 247,350円 243,900円 233,850円 228,750円 

36月以上 295,380円 294,120円 296,820円 292,680円 280,620円 274,500円 

対象月数 

脱退一時金額 

2013 年 4 月か

ら 2014年 3 月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2012 年 4 月か

ら 2013年 3 月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2011 年 4 月か

ら 2012年 3 月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2010 年 4 月か

ら 2011年 3 月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2009 年 4 月か

ら 2010年 3 月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

2008 年 4 月か

ら 2009 年 3月

までの間に保

険料納付済期

間を有する場

合の受給金額 

6月以上 12月未満 45,120円 44,940円 45,060円 45,300円 43,980円 43,230円 

12月以上 18月未満 90,240円 89,880円 90,120円 90,600円 87,960円 86,460円 

18月以上 24月未満 135,360円 134,820円 135,180円 135,900円 131,940円 129,690円 

24月以上 30月未満 180,480円 179,760円 180,240円 181,200円 175,920円 172,920円 

30月以上 36月未満 225,600円 224,700円 225,300円 226,500円 219,900円 216,150円 

36月以上 270,720円 269,640円 270,360円 271,800円 263,880円 259,380円 
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厚生年金保険被保険者の受給金額 

外国籍の方が、日本国内に住所を有しなくなった後に脱退一時金を請求することができます。 
脱退一時金は厚生年金保険の保険料を 6か月以上支払い、年金等の受給権が発生していない方が
対象になります。 
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき（日本国内に住所を有しなくなった日）から    
2年以内に請求してください。 

受給金額 

脱退一時金は、被保険者期間に応じて、以下のとおり計算されます。この給付は、課税の対象と
なります。（2ページ目参照） 

♢ 計算式

脱退一時金額＝平均標準報酬額***×支給率*
（*厚生年金保険の被保険者期間に応じた支給率は次の表のとおりです。）

厚年被保険者期間 
月数

最終月が

2009年 9月

から 2010年

8月の場合

の率

最終月が

2010年 9月

から 2011年

8月の場合

の率

最終月が

2011年 9月

から2012年

8月の場合

の率 

最終月が

2012年 9月

から 2014年

8月の場合

の率 

最終月が

2014年 9月

から 2015年

8月の場合

の率 

最終月が

2015年 9月

から 2016年

8月の場合

の率 

最 終 月 が

2016 年 9 月

から 2017年

8 月の場合

の率 

最 終 月 が

2017 年 9 月

から 2019年

8 月の場合

の率 

6 月以上 12月未満 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
12 月以上 18 月未満 0.9 0.9 1 1 1 1 1.1 1.1 
18 月以上 24 月未満 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 
24 月以上 30 月未満 1.8 1.9 1.9 2 2.1 2.1 2.1 2.2 
30 月以上 36 月未満 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 
36 月以上 2.8 2.8 2.9 3 3.1 3.1 3.2 3.3 

【参考】 2005年 4月以降の厚生年金保険の被保険者期間がある方の計算式について 
脱退一時金額＝平均標準報酬額***

×支給率{(保険料率****×1／2)×被保険者期間月数に応じた数**} 

**被保険者期間月数に応じた数に
ついては次のとおりです。 

厚年被保険者期間月数 支給率計算に用いる数 
6 月以上 12月未満 6 
12 月以上 18 月未満 12 
18 月以上 24 月未満 18 
24 月以上 30 月未満 24 
30 月以上 36 月未満 30 

36 月以上 36 
***平均標準報酬額 

♢ 厚生年金保険被保険者期間の全部が 2003年 4月以後の方

平均標準報酬額 ＝ 

♢ 厚生年金保険被保険者期間の全部又は一部が 2003年 3月以前の方

平均標準報酬額 ＝ 

****保険料率 

最終月が 1月～8月の場合、前々年 10月時点の保険料率になります。 
最終月が 9月～12月の場合、前年 10月時点の保険料率になります。 

被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計 

全被保険者期間の月数 

全被保険者期間の月数 

2003年 3月以前の被保険者期間の各
月の標準報酬月額×1.3 

+ 
2003 年 4 月以後の被保険者期間の  各
月の標準報酬月額標準賞与額の合計 
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